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国保加入者が交通事故などによる

けがや病気を治療したいとき
【��問い合わせ・届け出】

��本館国保医療課（☎41--3583）

＊�第三者行為… ▼交通事故（同乗していた車の自損事故を含む） ▼暴力行為を受けた ▼他

人が飼っているペットにかまれた ▼飲食店で食中毒に遭った―など

「第三者行為による被害届」の提出を忘れずに

　本来、他人の行為でけがをした、病気になっ

た場合の治療費は、加害者が負担するのが原

則です。しかし、加害者との間にトラブルが

あったり、治療費をすぐに用意できなかった

りと、治療を早く受けたくても支払いのめど

が立たない場合があります。

　こうしたときの被害者救済のため、治療費

をいったん国保で立て替えることができま

す。国保が立て替えた治療費は、市が後から

加害者へ請求します。　

　「第三者行為による被害届」は治療を受ける

前の届け出をお願いしていますが、急を要す

る場合は治療を受けた後でも受け付けます。

※�自身にもけがの原因がある場合（けんかな

ど）は、国保が使えないことがあります。

また、交通事故の場合は警察および加入し

ている保険会社に必ず連絡してください

■示談の前に市に連絡を

　示談の内容によっては、市から加害者に治

療費が請求できない場合や、けがをした被害

　市では、医療機関から市に提出される診療報酬明

細書に基づき、第三者行為が疑われる人に「負傷原

因報告書」を送付しています。第三者行為に該当し

ない人にも届く場合がありますが、届いたときはけ

がの原因について記入の上、提出をお願いします。

　第三者行為に該当していた場合は、市の案内に従

い、必要な手続きをとりましょう

　国保加入者が、交通事故などの第三者行為（＊）によるけがや病気の治療で国保を使い

たいとき、または使ったときは本館国保医療課に「第三者行為による被害届」を提出する

必要があります。

者に給付ができない場合があります。示談す

る場合は、必ず事前に市にご連絡ください。

■届け出がないと

　「第三者行為による被害届」の提出がない場

合、市では第三者行為によるけがの治療とい

うことが分からないため、加害者に治療費を

請求できません。第三者行為に当てはまる

か、届け出が必要か分からない場合は、本館

国保医療課へご相談ください。

　届け出に必要なものは ▼マイナ保険証（健

康保険証利用登録を行ったマイナンバーカー

ド）または資格確認書 ▼印鑑 ▼本人確認書類

（運転免許証など） ▼交通事故証明（交通事故

の場合）ーです。

被害者
（国保加入者）

市
（国保）

加害者医療機関

②�国保で治療を

受け、治療費

の自己負担分

を支払う

④�立て替えた治療

費を請求、支払

いを受ける

③�治療費の国保負

担分を支払う

①�「第三者行為によ

る被害届」を提出
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国保加入者が、けがや病気の治療で国保を使う場合のイメージ
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【問い合わせ】 健康づくり課（☎41-3608）

の生花店「野の花 司」で展示会「森の閾
しきい

」を開催。

花巻の里山から採取した植物を使った作品や里山

の風景の写真を展示したり、その写真を撮影し

た写真家のＧＯＴＯ ＡＫＩさんとのトークセッ

ションを行ったりと、花巻の里山の魅力を伝える

ことができました。

　里山の保全活動は１人で進めることはできませ

ん。仲間の助けがあってこそ形になります。仲間

の大切さを感じながら、そして私自身も行動で応

えながら、活動を続けていきたいと思います。

　協力隊としての活動を始めて２年目、任期の折

り返しが過ぎました。１年目は里山保全の基礎を

学び、森の手入れや地域の人たちとの交流を通じ

て、花巻の自然や暮らしの素晴らしさを体感しま

した。

　２年目はその学びを土台に、森と人をつなぐ活

動を広げています。市内では、子どもから大人ま

で楽しめる植物観察会を春と秋の２回実施し、自

然を身近に感じてもらう機会をつくっています。

さらに首都圏では11月14日～16日の３日間、銀座

花巻の里山の素晴らしさを伝えたい　

-里山保全活動への参加とそのＰＲ担当　但
た だ の

野理香-　　　　

■オーラルフレイルとは

　年齢を重ねると、かむ力や話す力が少しず

つ弱くなっていくことがあります。

　例えば、 ▼固いものが食べにくい ▼お茶や

汁物でむせることが増えた ▼口の渇きが気に

なる ▼活舌が悪くなった気がするーといった

お口の衰えのことを「オーラルフレイル」と言

い、放っておくと介護が必要となるリスクが

高くなります。

■まずは歯科健診でお口の状態をチェック

　歯科健診では、虫歯や歯周病の確認はもち

ろん、歯みがきの仕方や毎日の生活で気を付

けることなどもアドバイスしてもらえます。

　また、口やあご、首周りを優しく動かす体

操や唾液腺マッサージをすることで食べる力

を保つサポートにもなります。やり方や回数

などは人によって異なりますので、気になる

人は歯科医院に相談しましょう。

■歯みがきで毎日のお手入れを

　お口を清潔に保つことは健康への第一歩で

す。毎日の歯みがきで、自分で自分のお口を

守りましょう。

▲植物観察会実施メンバー
　とイベントに参加

▲展示会「森の閾」の様子


